
おおい町立名田庄中学校　 いじめ防止基本方針 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年４月１日　策定 

（令和６年４月　改定） 

 (令和７年４月一部削除) 

                                                          （令和８年４月　改定） 

はじめに 

  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な

成長および人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険

を生じさせるおそれがあります。いじめをなくすには、「いじめは絶対に許されない」「い

じめは卑怯な行為である」ことを生徒が十分に理解することが大切です。 

　この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本的理念および責務を明らかにする

とともに、いじめ防止および解決を図るための基本となる事項を定めることにより、生徒

が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくるためのものです。 

 

１　いじめの防止等の対策に関する基本理念 

　　学校は、生徒や教職員が信頼できる関係を保ち、安心して生活できる場でなければな

　りません。しかし、いじめは、どの学校でもどの集団でも起こりえます。そのような認

　識に立ち、学校全体でいじめ防止等に取り組みます。 

  （１）教員は、「いじめは人間として絶対に許されない」という認識のもと、いじめの未

　　　然防止、早期発見、事案対処に協働して取り組みます。 

　（２）いじめを行わないこと、いじめを放置しないこと、いじめが許されない行為であ

　　　ることを生徒に十分に理解させることでいじめを認めない雰囲気を醸成します。 

　（３）生徒が安心して生活し、学習その他の活動に心豊かに取り組むことができるよう

　　　に、町、町教育委員会、家庭、地域の関係者と連携して、いじめの防止等の対策に

　　　全力で取り組みます。 

 

２　いじめの定義と判断 

　　〇　「いじめ」とは、「当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的または

　　　物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）により、

　　　当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」を指します。 

〇　けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生してる場合もある

ため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに

該当するか否かを判断します。 

 

３　いじめの防止等のための具体的取組み 

　（１）「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」生徒を育てる教育 

　　○　名田庄中学校教員（以下、本校教員）は、郷土に関する教育や偉人の生き方に学ぶこと 

　　　を通して、人として大切なことを教えるとともに、芸術やスポーツ等も含め、多様性を認

　　　める教育を進めることで、生徒の多面的な能力を引き出し、自己肯定感や自己有用感を高

　　　め、相手の良いところやお互いの自分らしさを認め合う人間性の育成に努めます。 

　　○　本校教員は、特別な支援を必要とする生徒がいじめを受けないよう、障がいへの理解や 

　　　それぞれの個性や人格の違いを認め合う教育を進めます。 

　　○　本校教員は、人権教育全体計画に基づき、計画的・系統的な人権教育を進め、生命や人

　　　権を大切にする心など人権感覚を常に磨こうとする生徒を育成します。 



　　○　本校教員は、校外学習や修学旅行、職場体験、ボランティア体験などを通して、同世代

　　　だけでなく、高齢者や地域の人々、乳幼児や障がいを持った人々などとの心の触れ合いの

　　　機会を設け、多くの人とのかかわりを通して豊かな心情を育む教育を展開します。 

　　○　本校教員は、道徳教育を推進し、生徒に対して人との関わり、人間としての在り方やよ

　　　りよい生き方に関する認識を深めさせ、ともによい社会集団を築いていこうとする道徳的

　　　心情や道徳的実践力を養います。 

  （２）学校評価への位置づけ 

　いじめの防止等のための具体的取組みを評価するために以下の項目について、アンケー

ト等で評価をします。 

【教職員】 

〇　生徒の人権意識が高まるように心がけている。 

〇　生徒が自己肯定感を高め、自尊感情を育むように心がけている。 

〇　生徒や保護者が相談しやすい環境づくりに努めている。 

○　いじめを早期発見できるように、定期的にアンケートや面談を実施している。 

〇　少しでもいじめの行為が疑われる場合、速やかに学校の「いじめ対策委員会」に報告

　している。 

〇　いじめについての事案が学校の中で共有され、解消に向けて組織的に対処している。 

【生徒】 

〇　いじめの行為を見聞きした場合、先生や保護者に伝えている。 

　　　○　学校は（先生）は、悩みや不安を相談しやすい。 

〇　学校以外にも相談できるところがあることを知っている。 

　　　○　アンケートや面談を通して、悩みや不安を先生に伝えている。 

【保護者】 

〇　学校の中に相談できる人がいる。 

〇　学校だよりや学級・学年通信、学校からの通知、ホームページから学校の様子が分か

　る。 

○　自校の教育相談担当も含め、複数の相談機関が紹介されている。 

　（３）いじめの未然防止 

　　①　生徒一人一人が長所に気づき、伸ばす取組み                                    
　　　　 自己肯定感を育み、自分らしさを大切にする生徒を育てます。                 
　　②　互いに認め合う学校・学級づくり 

　　　　 学級活動において、それぞれの思いを共有することを通して、お互いの理解を深

めていきます。また、学校行事や生徒会活動においては、様々な活動を通して、他

学年の生徒との結びつきを深めていきます。このような取組みによって、集団に認

められ、自分は役に立っていると意識することで自己有用感や自己存在感を高め、

一人一人が安心して過ごせる「居場所づくり」や「絆づくり」を進めます。 

③　いじめを許さない気運醸成 

普段から集団全体にいじめを許さない気運醸成を図るなど、生徒が傍観者になら

　　　 ないように具体的な行動を起こすことや生徒同士で支え合うことができる環境づく

       りに努めます。 

　　④　授業改善                                                                      
　　　　 生徒が学ぶ楽しさを感じ、主体的・対話的に学習を深めていこうとする授業を構

        築するために、授業形態の工夫や教材研究などを行い授業改善に努めます。    
　　⑤　人権教育の推進                                                               
        （ア）人権教育を計画的に進め、自分たちのまわりの偏見･差別に気づき、解消し 



　　　　　　  ていこうとする意識を高めます。  
　　　　（イ）お互いを認め、信頼し合う人権感覚豊かな集団づくりに努めます。        
    ⑥　道徳教育の充実                                                               
 　　　 （ア）道徳科の時間の指導を要として学校の全教育課程での指導を通して、道徳 

              的実践力を養うことで、いじめの未然防止につなげていきます。          
        （イ）補助資料等も積極的に活用し、多様な考え方や生き方に触れる授業を創造 

              します。                                                              
　　⑦　開かれた学校づくり                                                           
　　　　「開かれた学校」の観点に立ち、いじめへの対処方針や年間指導計画等、いじめ 

　　　防止策に関する情報を積極的に公表し、保護者や地域住民等の理解や協力を求めな 

　　　がらいじめ防止に努めます。                                                    
    ⑧  体験活動の充実                                                               
　　　　　集団宿泊体験やボランティア活動等を通して生徒の絆を強め、互いに認め合い 

　　　　向上できる集団づくりに努め、助け合う心を育てます。                         
    ⑨　SOS の出し方に関する教育                                                      
          危機的状況に対応するため、援助希求行動（身近にいる信頼できる大人に SOS を出 
        すこと等）ができるための教育を行います。                                       
    ⑩　学校体育・部活動の充実                                                      
        （ア）教科体育や部活動等の体育的活動を充実させ、粘り強く最後までやり抜く 

              心を育てます。 

        （イ）部活動では、全員が同じ目標を持ち協力して競技力を高めるとともに、集 

　　　　　　  団としての規律や好ましい人間関係を作ります。 

⑪  インターネットや情報機器に関する指導 

インターネットや情報機器の利用について生徒や保護者が危険性や注意点を考える

機会を設けます。また、本校で作成したスマートルールやアウトメディアの取組みを

生かし、生徒の適切な習慣を身につけさせていきます。 

⑫　３つのチェックポイントの活用 

　　   教師用生徒観察のチェックポイントを活用し、学校生活でのあらゆる場面で生徒を

観察し様子を把握します。保護者用家庭でのチェックポイントに取り組んでいただく

ことで、いじめの予防と早期発見の啓発につなげるとともに、家庭での様子を把握し

ます。教員の自己チェックポイントに回答することにより、教員（自分）がいじめを

生み出していないかを自己チェックします。 

 

　（４）いじめの早期発見 

    ①　観察と積極的な声かけ 

　　　  登下校時、授業中、休み時間等に生徒の様子を観察したり、積極的に声をかけた

　　　りする等、複数の目で見ていきます。その際、異状の兆しが見られた場合は教職員

　　　で情報交換し、些細な変化も見逃さないようにします。 

②　ことば以外のサインの察知 

生徒の言葉の裏に、生徒が真に伝えたいと思っていることが隠れていないか、本音を言

　　　語化できていないのではないかなど、立ち止まって考えることにより、いじめ等の早期発

　　　見に努めます。 

    ③　教育相談体制の充実 

　　　  普段から相談しやすい雰囲気づくりに努め、生徒の声に耳を傾けます。また、定

　　　期的にいじめアンケートや教育相談アンケート、ＱＵを行い、いじめ等の問題の早



　　　期発見に努めます。アンケート結果を基に学級担任や養護教諭、ＳＣによる定期的

　　　な個別面談を通して、学習や人間関係の悩み等を聞き取るとともに、適切な助言と

　　　学級全体への働きかけにより好ましい人間関係の構築を図ります。 

　　④　家庭や地域との連携 

　　　  家庭訪問や電話連絡などを通して、日頃から保護者との情報交換を密にするとと 

　　　もに、保護者対象のいじめアンケートを実施し、いじめ等の早期発見に努めます。

　　　また、地域の住民や関係団体との連携を進めることにより、家庭や地域における生

　　　徒の変化を見逃さないようにします。 

⑤　生徒自己チェックの活用 

生徒が日々の生活をふり返るための自己チェックを行い、それを学級担任が確認す

      ることにより、いじめ等の早期発見に努めます。 

　（５）いじめの事案対処 

　　①　「いじめ対応サポート班」による対応 

　　　　特定の教職員で抱え込まず速やかに情報を共有するとともに、「いじめ対応サポー

　　　ト班」による立案、対応により被害生徒を守ります。 

    ②　いじめを受けた生徒への対応 

　　　　いじめを受けたあるいは報告した生徒を守ります。当該生徒の安全を確保すると

　　　ともに、気持ちをしっかり聴き、つらさや悔しさを十分に受け止めながら心のケア

　　　を行います。 

③　「いじめは許さない」という学校の姿勢 

　　いじめ行為は間違っている、人として許されないことであると真剣に伝え、毅然と

した態度で対応していきます。また、いじめを受けた側にも原因があるという考え

は間違っているということも伝えるとともに、このような考えを学校は決して持ち

ません。 

　　④　いじめたとされる生徒への対応 

　　いじめたとされる生徒に対して事情を確認した上で、適切な指導を行います。いじ

め行為は決して許されないことであると厳しく指導した上で、その子が抱えている

ストレスや困り感などの課題を解決していくために適切かつ継続的な指導を行いま

す。 

　　⑤　家庭との連携 

　　　　いじめを認知した場合は、事実関係や学校の対応方針等を家庭に連絡し、保護者

　　　と協力して協議しながら対策を進めます。 

    ⑥　外部人材の活用と関係機関との連携 

　　　　必要に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、スクール

　　　サポーター等の外部専門家、町教育委員会、警察や児童相談所、地方法務局、医療

　　　機関、民生児童委員等の関係機関と連携を取りながら、早期解決に向けた最善の方

　　　法を講じます。 

⑦　警察との連携 

いじめ（ＳＮＳ上のものを含む）が犯罪行為として取り扱われるべき場合や重大な被害

　　　等が生じる恐れがある場合は、直ちに警察に連絡し連携して対応します。 

　（６）いじめの解消 

　 　 　    いじめの解消については、少なくとも次の２つの要件を満たしているか確認する

　　　とともに、必要に応じ、他の事情も勘案して判断します。 

　 　 　 　 ①　 いじめに係る行為が止んでいる状態が、相当の期間（３か月を目安とする）



　　　　　継続している。 

　 　 　 　 ②　 本人およびその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないことを面談等によ

　　　　　り確認する。 

 　(７）いじめによる重大事態への対処 

    　　　いじめにより、「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」や「相当の期

　　　　間、学校を欠席すること（３０日間を目安とする）を余儀なくされている疑い」

　　　　があるときは、次の対処を行います。 

　　　　・　重大事態が発生した旨を町教育委員会に速やかに報告します。 

　　　　・　学校が調査主体になる場合は、調査組織の設置、事実関係調査、関係保護者

　　　　　への情報提供、町教育委員会への調査結果の報告を速やかに行います。　　　

　　　　・　町が調査主体になる場合は、事実関係を明確にするための調査に協力します。 

 

 

４　いじめの防止等のための組織 

　（１）いじめ対策委員会 

　　　　いじめの防止等に関して指導の方策等を協議するため、次の機能を担う「いじめ

　　　対策委員会」を常設し、定期的に開催します。 

　　　（構成員）校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、教育相談担当、スク

　　　　　　　　ールカウンセラー等 

　　　（活動）　・　未然防止を中心にした、いじめ問題対応の年間行動計画の作成 

　　　　　　　　・　「思いやりや助け合いの心を持って行動できる」子どもを育てるた 

　　　　　　　　　めの具体的な活動の計画、実践、振り返り 

　　　　　　　　・　いじめが起きない学校・学級づくりのための「心の居場所づくり」 

　　　　　　　　　についての協議 

　　　　　　　　・　生徒間の「絆づくり」のための計画的な教育活動の実践 

　　　　　　　　・　いじめ発見のためのチェックシステムの工夫と迅速な情報交換、連 

　　　　　　　　　絡体制づくり 

　　　　　　　  ・　校内研修や学級活動のための資料収集や資料作成 

　　　　　　　  ・　計画的なアンケート調査や個人面談の計画 

　　　　　　　  ・　学校におけるいじめ問題への取組みの点検 

　　　　　　　　・　いじめ対応サポート班等からのいじめに関する情報の集約と共有化 

　（２）いじめ対応サポート班 

　　　　いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、当該

　　　事案への対応策を協議し、個別面談や情報収集等の役割分担を決めてチームで対応

　　　します。 

　　　（構成員）生徒指導主事、学年主任、担任、養護教諭、教育相談担当、スクールカ 

　　　　　　　　ウンセラー等 

      （活動）　・　当該いじめ事案の対応方針の決定 

　　　　　　　　・　個別面談による情報収集、記録 

         　     ・　継続的な支援 

                ・　保護者や地域との連携 

　　　　　　　 ・　スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の外部人材や

　　　　　　　　　警察や児童相談所等との連携 

                ・　いじめ対策委員会への報告、連絡 



   （３）組織図　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおい町立名田庄中学校 

 いじめ対策委員会（常設）  
                             
    校　長   

   
    教　頭     

   
  生徒指導主事、学年主任、養護教諭、   

    教育相談担当、スクールカウンセラー等  
  
  

   

  □学校基本方針に基づく取組みの実施  

  □具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正  

  □いじめの相談・通報の窓口  

  □いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と　  

  記録、共有 

  □いじめの疑いに係る情報があったときの対応 

  　　・いじめの情報の迅速な共有 

  　　・関係のある生徒への事実関係の聴取、記録 

  　　・指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携 

      ・いじめ対応サポート班立ち上げ 
  　　・いじめ対応サポート班等からのいじめに関する情報の集約と 
       共有化
 

 
   

          外部人材 

関係教員 　 報告    ･ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

・教科担任   認知  ･ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 

・部活動顧問    連絡    ･ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ 

・養護教諭   方針 関係機関 

        等    相談  ･教育委員会　･PTA ･警察 

 ･児童相談所･地方法務局･医療機関 

 ･民生児童委員       等
 

 

 いじめ対応サポート班（特設） 
  

  生徒指導主事  
        

 学年主任、担任、教育相談担当、養護教諭、 

 スクールカウンセラー等

 □いじめ対策委員会の指導方針や指導方法を共有 

 □事実確認、記録 

 □関係生徒への指導・支援 

 □関係保護者への対応 

 □関係機関との連携（必要に応じて、警察への協力要請） 

 □事実内容の報告と今後の具体的な指導・支援方針の提案

い
じ

め

の
情

報



 

５　いじめ対策の年間行動計画  （４～６月）    　　　　　　　　　おおい町立名田庄中学校 

 生徒の活動等
  　教員の動き等

１年生 ２年生 ３年生

 

 

 

 

 

４ 

月

  

  

  

５  

月  

 

 

 

 

 

 

 

 
６ 

月

   

  いじめ対策委員会

 ・基本方針確認

 ・年間計画策定

 　　　　↓

 職員会議

 ・年間計画周知

 ・教員の意識点検

 　　　　↓

 ＰＴＡ総会

・基本方針の公表

 いじめ対応サポート班

 ・起きたときに即対応

  いじめ対策委員会

・アンケート調査等をも

とに、定期的に状況を把

 握する。

 校内研修

 ・道徳教育、人権教育

年間全体の人権教育、道

徳等の計画を作成確認

  いじめ対策委員会

 ・定期的に状況把握

・夏季休業前指導

 授業研究

 ・授業改善

 ・学習規律

いじめアンケート調査（４月～翌年３月まで毎月末） 

 いじめアンケート　生徒および保護者

新入生ガイダンス 

・ＳＮＳについて

 生徒総会

　　　　　　　　・自主的な活動　　　

 体育祭

　・仲間づくり　・絆づくり　・リーダー育成　

 学級開き

　　　　　　　　・仲間づくり　　　

 ＰＴＡ親子奉仕作業

　　　・体験的な活動　　・親子の絆づくり　　　

小中連携 

・互いの授業を参観し合っ

たり、担当者間で情報共有

を行ったりする。

家庭訪問（５~６月）

 体育祭に向けて

　　　　　　　　・仲間づくり　　　

 教育相談アンケート調査

ＱＵ

 定期教育相談期間



 

（７～９月）                                                 おおい町立名田庄中学校 

 生徒の活動等
  　教員の動き等

１年生 ２年生 ３年生

 

 

 

７

月 

 

 

 

 

 

８

月 

 

 

 

 

９ 

 

月 

  いじめ対策委員会

 ・定期的に状況把握

 教育懇談会

・情報や意見収集

 取組評価アンケート①

・未然防止に生かす

  いじめ対策委員会

・取組評価アンケートの

　分析等をもとにした振

 　り返り

 ・２学期に向けて

          ↓

 職員会議

・重点事項確認

 いじめに関する

 　　　　校内研修会

 ・１学期の反省

 ・２学期からの取組

・教員の意識点検

 情報発信

 ・評価アンケート①結果

 ・２学期の取組等

           ↓

教育懇談会、通信等で

 人権教育研修

  いじめ対策委員会

・定期的に状況把握

 アンケート調査（取組評価アンケート①を含む）

 学校祭計画

 ・自主的な計画　・コミュニケーション力の育成

 学校祭(合唱コンクール含む)

　　　　　　　　  ・絆を強める　　　

      　         ・仲間づくり

保育体験学習

 職場体験

・体験的な活動

 ひまわり教室

　　　　　・ネットモラル、犯罪防止等　　　

意識調査 

 職場訪問

・体験的な活動



 （１０～１２月）                                               おおい町立名田庄中学校 

 生徒の活動等
  　教員の動き等

１年生 ２年生 ３年生

 

 

 

 

10
月

 

 

 

 

11
月

 

 

 

 

 

 

12
月

 

 

 

 

 

  いじめ対策委員会

・定期的に状況把握

  いじめ対策委員会

・定期的に状況把握

  いじめ対策委員会

・定期的に状況把握

授業研究

 人権教育・人権週間に

 関する校内研修会

 ・公開授業

・人権週間の持ち方

授業研究

 取組評価アンケート②

 ・①と同じ項目で

・１学期末との比較

 教育懇談会

・情報や意見収集

 教育相談アンケート調査

 アンケート調査（取組評価アンケート②を含む）

 赤ちゃん

ふれあい体験

 人権週間の取組

 　　　　　　・人権集会　

 　　　　　　・人権の取組発表

　　　　　　・人権標語の発表　　

ＱＵ

いじめアンケート　生徒および保護者

 新入生体験入学

・異校種生徒の　

　交流

ひまわり教室 

・薬物乱用防止等

意識調査 

定期教育相談期間



 （１～３月）                                                  おおい町立名田庄中学校 

 生徒の活動等
  　教員の動き等

１年生 ２年生 ３年生

 

 

 

 

１ 

 

月

 

２

月

 

 

 

 

 

 
３

月

  いじめ対策委員会

 ・２学期の振り返り

 ・３学期に向けて

         ↓

 職員会議

・重点事項確認

  いじめ対策委員会

・定期的に状況把握

  いじめ対策委員会

 ・年度の振り返り

 ・新年度に向けて

 　計画見直し

 　　　　↓

 職員会議

 ・課題確認

・計画確認

 情報発信

・評価アンケート②結果

・３学期の取組等

授業研究

 取組評価アンケート③

 ・同じ項目で

・年間での比較

 情報発信

・評価アンケート③結果

・学期の取組等

 アンケート調査（取組評価アンケート③を含む）

 校内奉仕活動

・学校に感謝して

 三送会

 　　　　・感謝の心　・次の学年の自覚　

SOS の出し方に関する教育 

意識調査 

修学旅行に向けて 

・自主的な計画運営 

・コミュニケーショ

　ン活動の工夫


